
［サービス仕様書］

　　　　　　　　　┌────────────────────────────────────────┬──────────┐
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス名称　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　型　　名　　　│
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　├────────────────────────────────────────┼──────────┤
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　│Ｓｙｓｔｅｍｗａｌｋｅｒ　Ｄｅｓｋｔｏｐ　Ｒｅｓｔｏｒｅ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａ│ＳＶ２Ｌ５Ａ１Ｓ１　│
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　│ｌ　１クライアントライセンス　ｆｏｒ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　（ＳＬ＆Ｓ）　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
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　　　　　　　　　│Ｓｙｓｔｅｍｗａｌｋｅｒ　Ｄｅｓｋｔｏｐ　Ｒｅｓｔｏｒｅ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａ│ＳＶ２Ｌ５Ａ１Ｒ１　│
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　│ｌ　１００クライアントライセンス　ｆｏｒ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　（ＳＬ＆Ｓ）　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
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　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　│ｌ　１０００クライアントライセンス　ｆｏｒ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　（ＳＬ＆Ｓ）　　　　│　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　└────────────────────────────────────────┴──────────┘

１．サービスの提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る第三者に帰属するものとします。
　富士通株式会社（以下「富士通」という）は甲（以下「お客様」という）　　　　ｄ．富士通が対象プログラムのバージョンアップ（メジャーアップを含
に対し、付録１．対象メディアに記載のメディアパックに含まれる付録２　　　　　　みます）、アップグレードまたは移行（以下総称して「バージョンア
．対象プログラムに記載のプログラム（以下「対象プログラム」という）　　　　　　ップ等」という）を提供している場合、お客様は、対象プログラムを
に対し第３項記載のサービス（以下「本サービス」という）を提供します。　　　　　バージョンアップ等することができます。なお、お客様は、バージョ
対象プログラムに富士通が作成している修正プログラム等を適用したプロ　　　　　　ンアップ等を行う前の対象プログラムとバージョンアップ等を行った
グラムも、対象プログラムに含まれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象プログラムのいずれか一方を使用することができますが、バージ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ョンアップ等を行った対象プログラムと、バージョンアップ等を行う
２．サービス実施の前提条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前の対象プログラムを同時に使用することはできません。なお、お客
（１）お客様は、対象プログラムを格納した媒体もしくは富士通所定のＷ　　　　　　様は、対象プログラムのバージョンアップ等の後、再度バージョンア
　ｅｂサイトからダウンロードまたは媒体の形式（以下合わせて「メディ　　　　　　ップ等を行う前の対象プログラムに戻してご使用いただくことも可能
　ア」という）で別途入手しているものとします。　　　　　　　　　　　　　　　　ですが、この場合、バージョンアップ等を行った対象プログラムをバ
（２）お客様は、富士通が本サービスを実施するにあたり必要な情報を富　　　　　　ージョンアップ等を行う前の対象プログラムと同時に使用することは
　士通に提供するものとします。富士通は、お客様より提供される情報に　　　　　　できません。
　基づき、お客様の指定する本サービス利用者（以下「サービス利用者」　　　　　ｅ．本サービスの使用権許諾の内容については、本号ａ．の使用条件に
　という）を登録し、当該サービス利用者に対して、本サービスの開始日、　　　　　記載の条件に加えて、富士通Ｗｅｂサイト＜ｈｔｔｐｓ：／／ｓｏｆ
　ＩＤ番号、専用電話番号を通知します。なお、お客様は、当該ＩＤ番号　　　　　　ｔｗａｒｅ．ｆｕｊｉｔｓｕ．ｃｏｍ／ｊｐ／ｇｕｉｄｅ／＞に掲載
　および専用電話番号につき、サービス利用者以外の第三者に開示、提供　　　　　　される対象プログラムのソフトウェアガイド（ＯＳおよびバージョン
　等しないものとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が当該対象プログラムに該当するものを指す）の「購入方法」内の「
（３）お客様は、次項第（２）号において、富士通所定の本サービス用ホ　　　　　　購入時の特約事項」に記載されている使用許諾内容が適用されるもの
　ームページ（以下「ＳｕｐｐｏｒｔＤｅｓｋ－Ｗｅｂ」という）による　　　　　　とします。
　サービスの提供を希望する場合は、当該ＳｕｐｐｏｒｔＤｅｓｋ－Ｗｅ　　　　　ｆ．対象プログラムの別ソフトウェアへの組み込み
　ｂを閲覧できる環境を自己の責任と費用負担において整備するものとし　　　　　　対象プログラムが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを
　ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　想定したソフトウェアである場合には、お客様はメディアに添付され
（４）お客様は、次項第（１）号に記載の使用権許諾の内容が対象プログ　　　　　　るマニュアル等（以下「マニュアル等」という）記載の要領に従って、
　ラムのバージョンによって異なる場合があること、および、バージョン　　　　　　対象プログラムの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使
　アップ等実施後は該当バージョンの使用権許諾が適用となることを了承　　　　　　用することができます。
　するものとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｇ．複製
（５）お客様は、本サービスのサポート内容・サポート期間について以下　　　　　　ア．対象プログラムの複製は、本号ａ．の使用条件に記載の条件に基
　のウェブサイトに記載されている事項が本サービスのサポート内容の一　　　　　　　づいてコンピュータにインストールを行う場合、上記ｇ．に定める
　部を構成するものであることを認識し、当該事項を遵守するものとしま　　　　　　　場合、およびメディアに関するライセンス条件に定める場合に限定
　す。また、お客様は、以下のウェブサイトに記載されている事項が予告　　　　　　　されるものとします。対象プログラムが組み込まれた別のソフトウ
　なく変更されることがあること、変更のあったときには変更後の内容が　　　　　　　ェアについては、マニュアル等で富士通が複製を許諾していない限
　ただちに適用されることを、予め了解するものとします。　　　　　　　　　　　　　り、複製は行わないものとします。ただし、対象プログラムまたは
　＜ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｆｕｊｉｔｓｕ．ｃｏｍ／ｊｐ／ｐｒｏｄ　　　　　　　メディアに複製防止処理がほどこしてある場合には複製できないも
　ｕｃｔｓ／ｓｏｆｔｗａｒｅ／ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ／ｃｏｎｄｉｔｉｏ　　　　　　　のとします。
　ｎ／ｌｉｃｅｎｓｅｓｕｐｐｏｒｔ／ｓｕｐｐｏｒｔｐｏｌｉｃｙ／ｓ　　　　　　イ．上記ア．によりお客様が対象プログラムを複製する場合、お客様
　ｌｓ／＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は対象プログラムに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽
（６）お客様は、富士通が適切にサービスを実施できるよう、ファイアウ　　　　　　　等しないものとします。
　ォールの環境を整備し、正常に動作させるものとします。　　　　　　　　　　　　ウ．対象プログラムの複製物についても、本サービス仕様書および使
（７）お客様が本サービスを利用する際必要となるハードウェア、プログ　　　　　　　用条件に記載の各条件が適用されるものとします。
　ラム、インターネット接続回線等は、お客様の責任と費用負担において　　　　　ｈ．第三者への譲渡
　整備するものとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア．お客様は、対象プログラムについて、第三者に対し、これを譲渡、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸与しまたは再使用権を許諾しあるいは担保の目的に供することは
３．サービスの内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できないものとします。
（１）使用権許諾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ．お客様は、対象プログラムについて、第三者に対し、富士通の許
　ａ．本サービスにより富士通は、お客様に対し、本サービスの実施期間　　　　　　　可なしに直接操作、またネットワークを介して操作させることはで
　　（以下「実施期間」という）中、日本国内において対象プログラムを、　　　　　　きないものとします。
　　同時に任意の数のコンピュータ（１つの処理装置内を物理的に独立し　　　　　ｉ．改造
　　た複数のシステム（以下「パーティション」といいます）に分割する　　　　　　お客様は、対象プログラムについて、改造、逆アセンブル、逆コンパ
　　場合、１つのパーティションをいい、以下同じとします）にインスト　　　　　　イルを伴うリバースエンジニアリングを行うことはできません。
　　ールして使用することができます。なお、当該コンピュータは、弊社　　　　（２）サポートの提供内容
　　が対象プログラムにおいて動作環境として指定しているＯＳが動作し　　　　　本サービスのサポートは、サポート期間によって提供されるサポート内
　　ているものとします。ただし、対象プログラムはバージョンレベル単　　　　　容が異なります。サポート期間の考え方については富士通Ｗｅｂサイト
　　位でサポート期間が設定されており、第３項第（３）号記載のサポー　　　　　＜ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｆｕｊｉｔｓｕ．ｃｏｍ／ｊｐ／ｐｒｏｄ
　　ト期間（限定サポートおよび延長サポートの期間を含む）が終了した　　　　　ｕｃｔｓ／ｓｏｆｔｗａｒｅ／ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ／ｃｏｎｄｉｔｉｏ
　　場合、当該バージョンの対象プログラムを使用する権利は消滅するも　　　　　ｎ／ｌｉｃｅｎｓｅｓｕｐｐｏｒｔ／ｓｕｐｐｏｒｔｐｏｌｉｃｙ／ｓ
　　のとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌｓ／＞をご参照ください。本サービスのサポートは、対象プログラム
　ｂ．　上記ａ．にかかわらず、対象プログラムのうちクライアント（ネ　　　　　のバージョンレベルごとにおいて、標準サポート期間を超えると自動的
　　ットワークで接続されたクライアント・サーバシステムのうちクライ　　　　　に限定サポートのサービス内容に切り替わるものとします。なお、お客
　　アントシステムをいい、以下同じとします）用のソフトウェア（以下　　　　　様は、標準サポートの終了後、本サービスとは別に延長サポートを購入
　　「クライアントソフトウェア」といいます）については、お客様は、　　　　　することにより、延長サポート期間中は、標準サポートと同じ内容のサ
　　日本国内において、同時に付録３．ライセンス数に記載のライセンス　　　　　ポートを受けることができます。
　　数分のクライアントにインストールして使用することができます。な　　　　　ａ．問題解決支援
　　お、当該クライアントソフトウェアをインストールするクライアント　　　　　　富士通は、本サービスの実施期間中、電話・ＳｕｐｐｏｒｔＤｅｓｋ
　　の数量を追加する場合、お客様は、別途クライアントの数量の追加に　　　　　　－Ｗｅｂ・Ｅ－ｍａｉｌにより、対象プログラムに関する以下の質問
　　関するライセンスを受ける必要があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　・相談をサービス利用者から受け付け、電話にて回答します。
　ｃ．お客様は本サービスのご購入により対象プログラムの使用権のみを　　　　　　ア．対象プログラムの仕様、操作方法に関する質問
　　得るものであり、対象プログラムの著作権は富士通または開発元であ　　　　　　イ．対象プログラムが正常に動作しない場合における原因調査、回避

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス仕様書Ｎｏ．Ｓ４４２７



　　　措置に関する質問・相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビスが廃止されることがあります。
　ｂ．ＳｕｐｐｏｒｔＤｅｓｋ－Ｗｅｂによるプログラム提供等　　　　　　　　（２）本サービスが廃止となった場合、廃止日をもって本サービスは自動
　　富士通は、お客様がＳｕｐｐｏｒｔＤｅｓｋ－Ｗｅｂ閲覧環境を整備　　　　　的に解約されるものとします。また、廃止日をもって実施期間は満了す
　　した場合、以下のサポートを提供します。　　　　　　　　　　　　　　　　　るものとします。
　　ア．修正プログラム等の提供
　　　富士通は、対象プログラムの修正版、レベルアップ版またはバージ　　　　７．対象プログラムの使用状況等に関する監査
　　　ョンアップ等（以下修正版、レベルアップ版、バージョンアップ等　　　　（１）富士通は、本サービスの実施期間中および実施期間の終了後６か月
　　　を総称して「修正プログラム等」という）を提供している場合にお　　　　　間、お客様が対象プログラムの使用条件その他の条件を遵守しているこ
　　　いて、修正プログラム等の提供の希望をＳｕｐｐｏｒｔＤｅｓｋ－　　　　　とを検証するため、お客様の施設に立ち入り、本項に基づき監査を行う
　　　Ｗｅｂでお客様より受け付けた場合、ＳｕｐｐｏｒｔＤｅｓｋ－Ｗ　　　　　ことができるものとします。
　　　ｅｂに記載する富士通所定の方法に従い、修正プログラム等を提供　　　　（２）富士通は、監査の実施にあたって、１０営業日以上前に書面により
　　　します。提供されるバージョンアップ等の使用条件については、　　　　　　お客様に通知するものとします。
　　　第３項（１）号ｄ．に定める内容に従うものとします。　　　　　　　　　（３）富士通は、本サービスの実施期間中に行う監査において、対象プロ
　　イ．各種情報の提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラムの稼働履歴を採集し、採集された稼働履歴からお客様が対象プロ
　　　富士通は、富士通が保有する対象プログラムの仕様、運用方法、障　　　　　グラムの使用権許諾を遵守していることを確認することができるものと
　　　害回避措置等に関する情報、製品情報、技術情報をＳｕｐｐｏｒｔ　　　　　します。稼働履歴の採集にあたっては、富士通は、お客様の使用してい
　　　Ｄｅｓｋ－Ｗｅｂを通じて、提供します。　　　　　　　　　　　　　　　　る対象プログラムを操作し、稼働履歴の出力を実行するものとします。
　ｃ．本サポートの実施時間帯は、以下のとおりとします。　　　　　　　　　　（４）富士通は、本サービスの実施期間の終了後に行う監査においては、
　　＜ａ．問題解決支援＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前号に加え、対象プログラムが適切にアンインストールされていること、
　　ア．電話でのお問い合わせ受付は月曜日から金曜日（ただし、祝日お　　　　　または、使用できない状態であることを確認することができるものとし
　　　よび１２月３０日から１月３日までを除き、以下「平日」という）　　　　　ます。
　　　の８時３０分から１９時までとします。　　　　　　　　　　　　　　　　（５）お客様は、監査の結果、対象プログラム不正使用が認められたとき
　　イ．Ｅ－ｍａｉｌ、ＳｕｐｐｏｒｔＤｅｓｋ－Ｗｅｂでのお問い合わ　　　　　は、不正使用期間（使用月数）および不正使用された対象プログラムの
　　　せ受付は２４時間３６５日とします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量に応じた金額を、富士通に支払うものとします。
　　ウ．お問い合わせに関する回答は平日の８時３０分から１９時までと
　　　します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．保証の範囲
　　＜ｂ．ＳｕｐｐｏｒｔＤｅｓｋ－Ｗｅｂによるプログラム提供等＞　　　　　（１）富士通は、対象プログラムにおいて、マニュアル等との不一致があ
　　２４時間３６５日とします。ただし、予め富士通がお客様に通知する　　　　　った旨お客様より通知された場合、お客様が本サービスをご購入いただ
　　サーバ停止日を除きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いた日から９０日間（本サービスの実施期間中）に限り、富士通の判断
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により無償で当該マニュアルとの不一致の修正もしくは修正情報の提供
（３）対象プログラムのサポート期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を行うものとします。
　対象プログラムのバージョンレベル単位のサポート終了日は、富士通Ｗ　　　　（２）合理的な範囲で富士通が前号の修正、修正情報の提供を繰り返し実
　ｅｂサイト＜ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｆｕｊｉｔｓｕ．ｃｏｍ／ｊｐ　　　　　施したにもかかわらず、マニュアル等との不一致が修正されなかった場
　／ｐｒｏｄｕｃｔｓ／ｓｏｆｔｗａｒｅ／ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ／ｃｏｎ　　　　　合には、当該マニュアル等との不一致に起因してお客様に生じた損害に
　ｄｉｔｉｏｎ／ｌｉｃｅｎｓｅｓｕｐｐｏｒｔ／ｓｕｐｐｏｒｔｐｏｌ　　　　　つき、お客様および富士通によるその損害額等についての協議のうえ、
　ｉｃｙ／ｓｌｓ／＞に掲載されているとおりとします。　　　　　　　　　　　　富士通は対象メディアおよび本サービス等の契約金額総額相当額（ただ
　ａ．サポート期間の短縮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、過去１２か月間に発生した契約金額総額相当額に限る）を上限とし
　　本号で定めるサポート期間内であったとしても、動作の前提環境（ハ　　　　　て、賠償責任を負います。ただし、富士通の責に帰すことができない事
　　ードウェア・ＯＳ・対象プログラムが動作上必須としているソフトウ　　　　　由から生じた損害、富士通が予見すべきであったか否かを問わず特別の
　　ェア）のサポートが終了となった時点で、前提環境での対象プログラ　　　　　事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものと
　　ムの標準サポートおよび限定サポートは終了となります。　　　　　　　　　　します。なお、本号に基づき責任を負う期間は、前号と同じとします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）対象プログラムにつき、第三者から著作権または産業財産権（以下
４．サポートにおけるその他の規約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合わせて「知的財産権」という）を侵害するものであるとして、お客様
（１）お客様は、修正プログラム等を、お客様の責任において対象プログ　　　　　に対し何らかの訴え、異議、請求等（以下総称して「紛争」という）が
　ラムに適用するものとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なされ、お客様から富士通への処理の要請とともに、権限の委任があっ
（２）以下の事項については、本サービスのサポートの対象としません。　　　　　た場合、富士通は自己の責任と負担において、お客様に代わって当該第
　ａ．対象プログラムを用いてお客様が作成中、または作成済のプログラ　　　　　三者との紛争を処理するものとします。その際、富士通は、当該第三者
　　ムに関する質問・相談、プログラム作成に関するノウハウ提供、アド　　　　　に対する損害賠償金の支払いを含む紛争処理費用を負担するものとしま
　　バイス、その他の技術指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す。
　ｂ．対象プログラムのソースコードの内容に関連する質問・相談　　　　　　　（４）前号において、対象プログラムが当該第三者の知的財産権を侵害す
　ｃ．対象プログラムの提供元が提供する修正プログラム以外の修正プロ　　　　　るものと判断される場合には、富士通は富士通の判断により、以下のい
　　グラム作成・提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ずれかの措置をとります。
　ｄ．対象プログラムについて、対象プログラムの提供元または富士通以　　　　　ａ．当該対象プログラムを侵害のないものに改変すること。
　　外の者が提供している情報に基づく質問・相談　　　　　　　　　　　　　　　ｂ．お客様が対象プログラムを自ら使用することが可能となるよう当該
　ｅ．お客様が要求する性能を実現するための相談、ノウハウ提供、アド　　　　　　第三者の許諾を得ること。
　　バイス、その他の技術指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｃ．上記ａ．またはｂ．の措置がとれなかった場合、富士通は、お客様
　ｆ．お客様の要請に基づく、富士通所定の事業所以外での本サービスの　　　　　　が当該対象プログラムを使用できなくなることにより被る損害につい
　　サポートの実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て、お客様および富士通によるその損害額等について協議のうえ、対
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　象メディアおよび本サービス等の代金総額相当額（ただし、過去１２
５．お客様の協力義務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か月間に発生した契約金額総額相当額に限る）を上限として、賠償責
（１）本サービスのサポートに基づく質問・相談を行うにあたって、サー　　　　　　任を負います。ただし、富士通の責に帰すことができない事由から生
　ビス利用者は、本サービスにおいて付与されたＩＤ番号を富士通に通知　　　　　　じた損害、富士通の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、
　するものとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
（２）お客様は、問題解決支援において、富士通が必要と判断した場合、　　　　（５）第（３）号の定めにもかかわらず、お客様が対象プログラムを他の
　対象プログラムの稼働履歴等の資料採取を行い、富士通に提供するもの　　　　　ソフトウェアと組み合わせて使用することによりはじめて知的財産権侵
　とします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　害となった場合、またはお客様の富士通に対する指示に起因して紛争が
（３）お客様は、対象プログラムの障害発生に備えるため、次に記載する　　　　　生じた場合等、当該紛争が富士通の責に帰すことができない事由より生
　もののうちお客様が必要と判断するものについて、バックアップを取得　　　　　じたものである場合には、富士通は第（３）号および前号の義務を負担
　するものとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しないものとします。また、お客様が富士通に通知することなく紛争に
　ａ．対象プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応した場合に要した費用については、お客様が負担するものとします。
　ｂ．上記ａ．以外の対象プログラム上で動作するソフトウェア　　　　　　　　（６）第（３）号における紛争において、対象プログラムが当該第三者の
　ｃ．上記ａ．またはｂ．記載のソフトウェアにおいて取り扱うデータ等　　　　　知的財産権を侵害していなかった場合、当該第三者の知的財産権が無効
（４）お客様は、本サービスの終了後１か月以内に、富士通所定の書面に　　　　　であった場合等、当該紛争に理由がないとして当該紛争が終了した場合、
　より、対象プログラムを適切にアンインストールしたこと、または、使　　　　　お客様または富士通が当該紛争に対応するために要した費用については、
　用できない状態であることを富士通に通知するものとします。　　　　　　　　　お客様と富士通とで折半して負担するものとします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７）富士通は、第（１）号から第（６）号に基づき負担する責任以外の、
６．　本サービスの廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象プログラムの使用または使用不能から生じるいかなる損害（逸失利
（１）富士通は、富士通の都合により本サービスを廃止することがありま　　　　　益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、こ
　す。その場合、富士通は１２か月以上の予告期間をおいて書面をもって　　　　　れに限らないものとします）に関しても一切責任を負いません。たとえ、
　お客様に通知するものとします。ただし、対象プログラムに組み込んだ　　　　　富士通がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様と
　第三者モジュールに関する権利を富士通が喪失するなどの事象が発生し　　　　　します。
　た場合においては、この限りではなく、当該事象の発生と同時に本サー　　　　（８）本契約の他の条項に関わらず、本サービスにおける対象プログラム
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　に関する富士通の責任は、本項に定める範囲に限られるものとし、〔一
　般条項〕第１１条は適用されないものとします。
（９）富士通は、第３項第（３）号に記載のサポート期間終了後の対象プ
　ログラムの使用または使用不能によってお客様に生じるいかなる損害（
　逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みます
　が、これに限らないものとします）ついて一切責任を負わないものとし
　ます。また、富士通がそのような損害の可能性について知らされていた
　場合も同様とします。

９．富士通株式会社以外からの購入について
　前各項の定めにかかわらず、お客様が、対象プログラムを第三者に使用
　させることを目的として本サービスに関する契約を富士通との間で締結
　した場合には、本サービス仕様書（本項を除く）における「お客様」は、
　当該第三者に読み替えられるものとし、対象プログラムの使用権その他
　本サービスを受ける権利は、富士通から当該第三者に直接提供されるも
　のとします。この場合、お客様は、対象プログラムおよび本サービスの
　サポートに関し、何らの権利も許諾されるものではないものとします。
　なお、お客様は、当該第三者の名称等の情報を、富士通に提供するもの
　とします。

付録１．対象メディア
　以下に示すメディアパック製品を対象メディアとします。
・Ｓｙｓｔｅｍｗａｌｋｅｒ　Ｄｅｓｋｔｏｐ　Ｒｅｓｔｏｒｅ　Ｐｒｏ
ｆｅｓｓｉｏｎａｌ　メディアパック（６４ｂｉｔ）　Ｖ１６以降

付録２．対象プログラム
　以下に示すプログラムを対象プログラムとします。
・Ｓｙｓｔｅｍｗａｌｋｅｒ　Ｄｅｓｋｔｏｐ　Ｒｅｓｔｏｒｅ　Ｐｒｏ
ｆｅｓｓｉｏｎａｌ　Ｖ１６以降

付録３．ライセンス数
　本サービスで提供するライセンス数は、型名に対して下表の記載の数が
割り当てられます。
┌────────────────────────────┐
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│型名　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│
├──────────────＋─────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│ＳＶ２Ｌ５Ａ１Ｓ１　　　　　│　　　　　　　　　　　　１│
│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│
├──────────────＋─────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│ＳＶ２Ｌ５Ａ１Ｒ１　　　　　│　　　　　　　　　　１００│
│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│
├──────────────＋─────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│ＳＶ２Ｌ５Ａ１Ｑ１　　　　　│　　　　　　　　　１０００│
│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│
└────────────────────────────┘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
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